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緩
い
新
財
政
健
全
化
計
画

正
直
な
議
論
封
印
、
治
療
先
送
り

人
間
ド
ッ
ク
で
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
厳
し
い
検
査
結
果
が
出
て
く
る
と
、
精
密
検
査
や
入
院
な
ど
い
ろ
い

ろ
面
倒
な
の
で
、
甘
い
数
値
に
し
て
ほ
し
い
と
ド
ク
タ
ー
に
頼
み
こ
む
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ぱ
そ
の
場
は
し
の
げ
て
も
、

真
の
原
因
究
明
や
有
効
な
処
方
笈
・
治
療
が
遅
れ
、
結
局
自
ら
に
そ
の
り
ス
ク
は
返
っ
て
く
る
。
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
結

果
を
甘
め
に
し
て
く
だ
さ
い
と
頼
む
人
は
い
な
い
。

し
か
し
、
今
回
の
2
0
1
8
年
度
「
骨
太
方
針
」
化
示
さ
れ
た
新
財
政
健
全
化
計
画
を
見
て
い
る
と
、
甘
め
、
緩
め
の

計
画
を
作
り
、
面
倒
な
処
方
篝
(
歳
出
削
減
や
増
収
策
)
の
議
論
を
避
け
た
も
の
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
内
容
で
あ
る
。

背
景
に
は
、
常
に
選
挙
(
憲
法
改
正
)
を
意
識
し
国
民
に
苦
い
選
択
を
迫
ら
な
い
、
安
倍
政
権
の
本
質
が
見
え
隠
れ
す
る
。

公
表
さ
れ
た
新
財
政
健
全
化
目
標

6
月
巧
日
、
骨
太
方
針
2
0
1
8
と
と

も
に
、
新
た
な
財
政
健
全
化
計
画
が
公
表

さ
れ
た
。
新
計
画
の
最
大
の
注
目
点
は
、

財
政
健
全
化
の
指
標
で
あ
る
基
礎
的
財
政

収
支
(
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

P
旦
の
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
黒
字
化

時
期
を
、
こ
れ
ま
で
の
即
年
度
か
ら
5
年

間
遅
ら
せ
て
舗
年
度
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

加
え
て
、
中
間
年
で
あ
る
幻
年
度
に
、

P
B
赤
字
の
G
D
P
比
に
つ
い
て
Π
年
度

か
ら
の
実
質
的
な
半
減
値
(
1
・
5
%
程

度
)
と
す
る
こ
と
、
債
務
残
高
の
G
D
P

比
に
つ
い
て
1
8
0
%
台
前
半
(
Π
年
度

実
績
見
込
み
は
1
8
9
%
程
度
)
に
す
る

こ
と
、
財
政
収
支
赤
字
の
G
D
P
比
に
つ

い
て
3
%
以
下
に
す
る
と
い
う
中
間
指
標

し
ん
十
J
、
'
<

を
設
定
し
、
進
捗
を
管
理
す
る
こ
と
も
決

定
し
た
。

棗
財
団
政
策
研
究
所
研
究
主
幹
実
大
学
法
科
李
院
拝
慾

喬
茂
樹

も
り
の
ぶ
・
し
げ
き
京
大
法
卒
。
胎

年
大
蔵
省
現
財
務
借
)
入
省
釜
税

局
総
務
課
長
、
財
務
省
財
務
轡
政

策
研
究
所
長
な
ど
を
経
て
玲
年
か
ら

現
職
。
著
作
に
「
税
で
日
本
は
よ
み
が

え
る
」
(
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
)
、

「
消
費
税
、
常
識
の
ウ
ソ
」
(
朝
日
新

命
の
安
定
的
財
源
を
確
保
す
る
た
め
W
年

W
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
増
税
の
使

途
の
変
更
で
あ
る
。

一
番
月
の
理
由
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が

当
初
は
円
安
、
輸
出
企
業
を
中
心
に
業
績

の
拡
大
、
株
高
を
通
じ
て
デ
フ
レ
経
済
か

ら
大
き
く
景
色
を
変
え
た
も
の
の
、
そ
の

後
は
潜
在
成
長
力
を
引
き
上
げ
る
よ
う
な

有
効
な
成
長
戦
略
や
中
間
層
へ
の
所
得
再

分
配
政
策
は
打
た
れ
ず
、
少
子
化
の
傾
向

を
反
転
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
地
方
創
生
と
銘
打
っ
た
政
策
も

ほ
と
ん
ど
効
果
を
上
げ
な
い
ま
ま
、
地
方

問
の
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
。

二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
始
ま
っ
て
5
年
が
経
過

し
、
そ
の
間
消
費
税
率
は
5
%
か
ら
8
%

こ
の
新
財
政
計
画
の
内
容
を
評
価
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
目
標
が
5
年
問
先

送
り
さ
れ
た
理
由
を
精
査
し
、
そ
の
原
因

を
突
き
止
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
骨
太
方
針
は
、
以
下

の
3
点
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
は
、
成
長
低
下
に
伴
い
税
収
の
伸

び
が
当
初
想
定
よ
り
緩
や
か
だ
っ
た
こ
と
。

第
二
に
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
延
期
や
補

正
予
算
の
影
響
。
第
三
に
、
人
づ
く
り
革

書
)
、
「
日
本
の
税
制
何
が
問
題
か
」

(
岩
波
譜
店
)
な
ど
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へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
 
W
%
ヘ

の
引
き
上
げ
は
2
度
延
期
さ
れ
、
一
方
で

景
気
対
策
と
い
う
名
前
で
バ
ラ
マ
キ
補
正

予
算
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
新
財
政
健
全
化
計
画
の
策
定
に

当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
の
反
省
の
上
に
立
ち
、
厳
し
め
の
目
標

を
定
め
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
く
政
治
的

意
思
を
明
確
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
か

ら
吟
味
し
て
い
く
よ
う
に
、
新
財
政
健
全

化
計
画
は
極
め
て
楽
観
的
な
経
済
成
長

.

歳
入
増
を
基
に
、
社
会
保
障
費
な
ど
の
削

減
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
数
値
目
標
を
回

避
し
、
 
P
B
黒
字
化
の
目
標
を
さ
ら
に
5

年
間
先
延
ぱ
し
に
す
る
と
い
う
極
め
て

「
緩
い
」
内
{
谷
に
な
っ
て
い
る
。

問
題
の
多
い
健
全
化
目
標

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が

あ
る
の
か
、
個
別
に
論
じ
て
み
た
い
。

第
一
の
問
題
は
、
本
年
1
月
に
内
閣
府

か
ら
公
表
さ
れ
た
計
画
の
前
提
と
な
る

「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」

(
以
下
、
「
試
算
」
)
が
、
現
実
齢
れ
し
た

*
木
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
結
果
歳
入
(
税
収
)
は
過
大

な
見
積
も
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
金

利
と
名
国
経
済
成
長
率
の
関
係
も
、
政
府

に
都
合
の
よ
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

試
算
で
は
、
帥
年
代
前
半
に
2
 
・
 
0
%

に
達
す
る
「
成
長
実
現
ケ
ー
ス
」
と
、
実

質
1
%
強
、
名
目
1
%
台
後
半
で
推
移
す

る
「
、
ヘ
ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー
ス
」
の
二
つ
の

シ
ナ
リ
オ
を
描
い
て
い
る
が
、
「
成
長
実

現
ケ
ー
ス
」
で
は
、
外
政
変
数
で
あ
る
全

要
素
生
産
性
(
T
F
P
)
の
伸
び
率
を

ー
.

5
%
と
置
い
た
結
果
却
年
度
の
経
済
成

長
率
は
ー
・
 
5
%
(
前
回
の
2
%
超
か
ら

0
 
・
 
5
%
下
方
修
正
)
と
見
込
ま
れ
て
い

る
。
足
元
の
T
F
P
の
伸
び
は
0
 
・
フ
%

で
、
今
の
わ
が
国
経
済
の
潜
在
成
長
率
が

ー
%
弱
と
い
う
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と

過
大
推
計
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
も
反

^
洲
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
^
図

表
1
>
。

わ
が
国
の
税
収
構
造
は
、
仭
年
度
税
制

改
正
で
外
国
子
会
社
で
稼
い
で
わ
が
国
に

還
流
さ
せ
る
配
当
が
原
則
非
課
税
乞
な
り
、

子
会
社
か
ら
の
配
当
峡
経
常
利
益
増
に

は
反
映
さ
れ
る
が
税
収
増
に
は
結
び
付
か

な
く
な
っ
た
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
が
海
外
子

会
社
を
通
じ
て
巨
額
の
利
益
を
上
げ
て
も
、

わ
が
国
の
法
人
税
収
増
に
は
結
び
付
か
な

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
エ

コ
ノ
ミ
ー
の
発
達
の
下
で
、
ア
マ
、
ソ
ン
、

グ
ー
、
グ
ル
、
さ
ら
に
は
エ
ア
ビ
ー
ア
ン
ド

ビ
ー
な
ど
の
巨
大
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
企
業
が
、
日
本
国
民
を
相
手
に
利
益

を
上
げ
て
い
る
が
、
現
行
の
国
際
課
税

の
ル
ー
ル
の
下
で
は
わ
が
国
の
法
人
課

税
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
て

い
る
。
こ
の
よ
、
つ
に
、
歳
入
構
造
に
大

き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
念
頭

に
置
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

金
利
と
名
目
経
済
成
長
率
と
の
関
係

は
も
っ
と
(
あ
る
い
は
、
意
図
的
に
?
)

現
実
離
れ
し
て
い
る
。
金
利
と
名
目
経

済
成
長
率
と
の
関
係
を
見
る
と
、
中
期

的
に
は
ほ
ぼ
同
水
準
に
な
る
と
い
う
の

が
経
済
の
常
勢
が
、
「
試
算
」
で
は
、

部
年
ま
で
成
長
率
が
金
利
を
上
回
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
口
年
ま
で
金
利
が

経
済
成
長
率
を
上
回
っ
て
い
た
の
だ
が
、

そ
の
後
川
年
以
上
も
逆
転
が
継
続
す
る

と
い
う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
<
図
表
2
>
。

こ
の
よ
う
な
名
目
成
長
率
よ
り
長
期

金
利
が
低
い
と
い
う
見
通
し
は
、
咋
年

の
骨
太
で
新
た
な
財
政
目
標
と
し
て
加

え
ら
れ
た
「
債
務
残
高
対
G
D
P
比
の

安
定
的
な
引
き
下
げ
」
と
関
連
す
る
。

金
利
よ
り
経
済
成
長
率
が
高
け
れ
ぱ
、

債
務
残
高
対
G
D
P
比
は
低
下
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
で
新
た
に

追
加
さ
れ
た
財
政
目
標
は
改
善
す
る
の

で
あ
る
。

5

b
門
一
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、
イ
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'
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<図表1>内閨府・中長期試算(2018年1月)の結果概要

区亙亟三三ヨ
前回試算から、試算に必要な経済前提(シナリオ)を見直し

成長実現ケース:名目成長率と名巨長期金利を下方修正

ベースラインケース:目成長率をノ正るーで

;経済成長率.・

名目長期金利

L

前回(経済再生ケース)

(出所)内閣府資料を筆者が手直し

」

名昌38%
(2019~2025年度平均)

汗

高い成長率のシナリオ、1
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0.1%-43%

(2018年度→2025年度)
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、上昇ペースをなだらかなものに修正

目長期金利の今後5年間の上昇ペースを抑えるよう修正

今回憾毎美現ゲーズ)
名目33%

(2019~2027年度平均)

、., J
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(2019年度→2027年度)

、J
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か
ね
な
い
大
き
な
り
ス
ク
を
わ
が

国
経
済
が
負
う
こ
と
に
な
る
。

米
国
で
は
長
期
金
利
が
2
%
を

超
え
る
気
配
を
見
せ
、
欧
州
で
も

イ
タ
リ
ア
が
財
政
問
題
に
端
を
発

す
る
き
な
臭
い
動
き
を
見
せ
て
い

る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
連
動
し
た
市

場
経
済
の
下
で
、
わ
が
国
だ
け
が

経
済
成
長
は
そ
こ
そ
こ
回
復
L
な

が
ら
も
金
利
は
そ
れ
よ
り
も
は
る

か
に
低
い
状
況
が
今
後
数
年
間
に

わ
た
り
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

本
当
に
現
実
的
な
シ
ナ
リ
オ
な
の

、

大
き
な
疑
問
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
、
財
政
健
全
化

の
最
大
の
手
段
と
な
る
歳
出
削
減

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

財
政
月
標
の
下
で
は
、
 
W
年
度
か

ら
熔
年
度
の
3
年
間
、
社
会
保
障

費
に
つ
い
て
は
、
自
然
増
の

7
0
0
0
億
円
を
5
0
0
0
億
円

ま
で
抑
え
込
む
と
い
う
一
般
会
計
レ
ベ
ル

の
具
体
的
目
標
が
策
定
さ
れ
た
。
現
実
に
、

各
年
度
の
予
算
編
成
の
下
で
、
社
会
保
障

費
の
肥
大
化
は
抑
え
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の

経
費
で
あ
る
一
般
歳
出
は
3
年
間
ほ
ぽ
横

ば
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
新
財
政
目
標
で
は
、
こ
の
よ
う

な
一
般
会
計
レ
ベ
ル
の
目
標
は
今
回
合
意

一
方
で
こ
の
よ
う
な
試
算
は
、
部
年
ま

で
現
在
の
金
融
緩
和
策
を
事
実
上
継
続
し

て
ほ
し
い
と
い
う
大
き
な
。
フ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
日
銀
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ

と
は
、
財
政
赤
字
を
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る

た
め
ー
の
金
融
政
策
と
い
う
評
価
に
直
結
L
、

海
外
投
資
家
の
国
債
へ
の
無
低
下
に
火

を
つ
け
、
価
格
暴
落
の
き
っ
か
け
に
な
り

さ
れ
ず
、
双
方
の
連
動
が
断
ち
切
ら
れ
た
。

P
B
黒
字
化
を
逮
成
す
る
た
め
の
「
一
般

会
計
に
規
律
を
与
え
る
具
体
的
な
基
準
」

が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
財
務
省
が
予

算
を
厳
し
く
査
定
す
る
に
は
、
何
ら
か
の

数
値
習
標
が
な
け
れ
ぱ
、
厳
し
い
財
政
削

減
を
迫
れ
な
い
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
折

か
ら
の
不
祥
車
で
政
治
へ
の
影
響
力
が
低

下
し
て
い
る
財
務
省
だ
。
自
民
党
族
議
員

の
予
算
要
求
に
対
し
て
ど
う
対
抗
し
て
い

く
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

社
会
保
障
改
革
が
置
い
て
き
ほ
り

む
こ
と
に
な
る
。
急
速
な
人
口
減
少
と
超

高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
応
し
た
持
続
可

能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
は
誰
が
考
え

て
も
急
務
だ
。
こ
れ
は
財
政
健
全
化
の
話

で
は
な
く
、
社
会
保
障
の
継
続
の
話
で
あ

と
り
わ
け
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
予
算

の
3
分
の
2
を
占
め
る
社
会
保
障
の
改
革

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
 
5
月
幻
日
に

は
、
社
会
保
障
の
将
来
推
計
が
公
表
さ
れ
、

団
塊
の
世
代
が
す
べ
て
乃
歳
以
上
に
な
る

舗
年
度
時
点
の
社
会
保
障
給
付
費
(
ベ
ー

ス
ラ
イ
ン
ケ
ー
ス
)
は
玲
年
度
の
約
1

2
倍
の
1
4
0
兆
円
程
度
(
G
D
P
比
詑

%
弱
)
と
な
る
見
通
し
が
示
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
備
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
が
ピ
ー

ク
を
迎
え
る
卯
年
度
時
点
の
社
会
保
障
給

付
費
は
最
大
1
9
0
兆
円
に
達
す
る
と
の

内
容
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
局
齢
者
の
年

金
・
医
療
・
介
護
費
用
が
、
如
年
度
に
は

玲
年
度
(
1
2
1
兆
3
0
0
0
億
円
)
の

約
1
 
・
 
6
倍
(
G
D
P
比
討
%
)
に
膨
ら

る
0

団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
っ
て

い
く
の
は
訟
年
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
に
円

歳
以
上
の
医
療
費
自
己
負
担
割
合
の
引
き

上
げ
な
ど
の
制
度
改
革
を
行
っ
て
お
か
な

い
と
、
団
塊
の
世
代
が
全
員
後
期
高
齢
者

に
な
る
部
年
に
は
医
療
費
財
政
が
パ
ン
ク

す
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
乃
歳
以
上

の
医
療
費
(
1
人
当
た
り
国
庫
負
担
)
は

部
万
円
と
、
肪
歳
か
ら
叫
歳
ま
で
の
8
万

円
の
5
倍
近
い
水
準
だ
。
ひ
と
た
び
超
高

齢
化
社
会
に
突
入
す
れ
ぱ
、
既
得
権
が
発

生
し
医
療
費
な
ど
の
肥
大
化
を
抑
え
る
こ

と
は
不
可
能
に
な
る
。
少
な
く
と
も
そ
の

2
、
 
3
年
前
、
つ
ま
り
N
年
か
ら
幼
年
に

か
け
て
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
筆
者
は
、

一
般
会
計
レ
ベ
ル
で
の
削
減
目
標
が
今
回

合
意
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
後
の
財

政
運
営
に
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
効

い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

安
倍
政
権
に
は
期
待
で
き
な
い

最
後
に
、
最
大
の
問
題
点
は
、
甘
い
財

政
計
画
の
下
で
は
、
国
民
に
苦
い
選
択
を

6

<図表2>金利とGDP成長率
(試算では2025年まで成長率が金利を上回る)
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(出所)内閣府『中長期の経済財政に関する試算(平成30年1月23日経済財政諮問会議提出)」
内閣府資料に基づき筆者作成
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迫
る
「
受
益
と
負
担
」
の
問
題
が
今
後
も

議
論
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歳
出
削
減
努
力
や
経
済
成
長
に
ょ
つ
て
も

な
お
不
足
す
る
財
源
は
、
増
税
に
頼
ら
ぎ

る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
新
財
政
健
全
化

計
画
で
は
、
 
P
B
目
標
を
達
成
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
の
「
歳
入
改
革
」
「
増
税
」

に
つ
い
て
は
具
体
的
な
記
述
は
な
く
、
今

後
の
具
体
的
な
増
税
議
論
と
り
わ
け
消

費
税
川
%
超
の
議
論
は
事
実
上
封
じ
ら
れ

た
と
い
っ
て
ょ
い
。
そ
の
結
果
、
国
民
か

ら
常
に
要
求
さ
れ
る
「
社
会
保
障
の
グ
ラ

年5ド

ン
ド
テ
ザ
イ
ン
」
の
策
定
は

困
難
に
な
り
、
い
ま
だ
提
示

さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
も
パ

ツ
チ
ワ
ー
ク
の
社
会
保
障
政

策
を
絖
け
ざ
る
を
得
ず
、
国

民
の
将
来
不
安
は
何
ら
解
消

さ
れ
ず
、
そ
れ
が
消
費
の
足

を
引
っ
張
り
、
デ
フ
レ
か
ら

の
完
全
脱
却
や
イ
ン
フ
レ
目

標
を
達
成
で
き
な
い
最
大
要

因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

受
益
と
負
担
を
正
直
に
議
論

す
る
こ
と
が
新
目
標
の
役
割

で
あ
っ
た
は
ず
で
は
な
い
の

よ
うし

か
し
世
界
の
現
実
を
見
れ
ぱ
、
そ
れ

ほ
ど
甘
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か

判
明
す
る
。
図
表
3
は
、
経
済
協
力
開
発

機
構
(
O
E
C
D
)
諸
国
に
お
け
る
社
会

保
障
支
出
 
9
ズ
益
)
と
国
民
負
担
率
の
関

係
(
い
ず
れ
も
G
D
P
比
)
を
見
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
わ
が
国
だ
け

が
先
進
諸
国
の
受
益
と
負
担
の
相
関
関
係

の
ト
レ
ン
ド
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
ト
レ
ン
ド
か
ら
の
か
い
離
は
、
部

年
に
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
少
子
高
齢

化
と
い
う
共
通
の
悩
み
を
抱
え
る

)、

O
E
C
D
諸
国
の
中
で
、
わ
が
国
だ
け
が

負
担
増
な
く
し
て
社
会
保
障
が
継
絖
で
き

る
と
い
う
ピ
ク
チ
ャ
ー
が
、
ど
こ
ま
で
信

ぴ
ょ
う
性
の
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
新
目
標
は
、
消
費
税
率
W
%
は

織
り
込
ん
で
い
る
。
安
倍
政
権
は
、
 
3
度

目
の
引
き
延
ぱ
し
は
し
な
い
と
、
や
っ
と

腹
を
く
く
つ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
と
て
、
増

税
の
一
方
で
、
税
制
・
財
政
措
置
を
島

員
し
、
来
年
度
当
初
予
算
か
ら
必
要
な
手

当
て
や
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
講
じ
る
と
い
う

バ
ラ
マ
キ
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
消
贊
税
率
引
き
上
げ
分

の
使
い
道
の
見
直
し
(
5
兆
円
強
の
税
収

の
半
分
を
教
育
負
担
の
軽
減
・
子
育
て
層

支
援
・
介
護
人
材
の
確
保
な
ど
に
充
て
、

03

政
府
の
社
会
保
障
支
出
(
対
G
D
P
比
)

02

幼
児
教
育
の
無
償
化
も
目
指
す
)
、
軽
減

税
率
制
度
の
導
入
耐
久
消
費
財
へ
の
悪

影
蕃
の
緩
和
策
(
自
動
車
や
住
宅
な
ど
の

購
入
支
援
、
需
要
変
動
を
平
準
化
す
る
た

め
税
制
・
予
算
に
ょ
る
十
分
な
対
策
)
な

ど
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
施
策
で
も
っ
て
経

済
へ
の
悪
影
響
を
排
除
す
る
の
で
、
財
政

健
全
化
・
全
世
代
型
社
会
保
障
の
構
築
・

現
役
世
代
の
不
安
の
緩
和
に
必
要
な
消
費

増
税
は
予
定
通
り
実
施
し
て
ほ
し
い
と
い

う
事
務
方
の
説
得
を
受
け
て
の
判
断
な
の

だ
ろ
、
つ
。

一
方
で
、
高
所
得
者
に
恩
恵
が
偏
り
国

民
経
済
の
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
る
軽
減
税

率
の
導
入
に
は
1
兆
円
の
財
源
を
か
け
な

が
ら
実
行
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
を
見
る
限
り
、
安
倍
政
権
に
は
本

気
で
財
政
再
建
を
行
お
う
と
い
う
意
思
は

感
じ
ら
れ
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
極
め
て
問

題
の
多
い
新
財
政
健
全
化
計
画
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
甘
い
計
画
通
り
に
経
済
が
成

長
し
て
い
く
保
証
は
な
い
。
ま
た
、
世
界

経
済
に
は
成
長
の
陰
り
が
見
え
始
め
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
場
<
口
、
わ
が
国
経
済
に

は
追
加
的
な
財
政
・
金
融
政
策
の
余
地
は

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
最
大
の
り
ス
ク
で
あ
る
。

)
0

力

い
ず
れ
に
し
て
も
、
団
塊

の
世
代
が
す
べ
て
後
期
高
齢

者
に
な
る
部
年
と
い
う
大
き

な
節
目
を
に
ら
み
な
が
ら
、

「
社
会
保
障
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
」
を
国
民
的
に
議
論

し
て
い
く
絶
好
の
機
会
を
失

つ
た
(
失
わ
せ
た
)
と
言
え

0

7

0

0

(図表3>OECD諸国における社会保障支出と国民負担率の関係
40
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